
令和２年４月２０日

保護者の皆様，生徒の皆さんへ

福島市立信陵中学校長 福地 惇一

新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時休業の延長と臨時休業中の学習・生活について

このことにつきまして，新型コロナウイルス感染症防対策に係る臨時休業を４月８日より続けてま

いりましたが，全国的に出された緊急事態宣言による福島県知事からの要請を重く受け止め，市立小

・中・特別支援学校の一斉臨時休業を延長することとなりました。

ついては，今後下記の通りとしますので，ご理解，ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、４月２７日（月）は生徒登校日としますが、配布物等ありますので、生徒欠席の際は、学校

に連絡いただき、保護者様に来校いただきますようお願いいたします。

記

１ 臨時休業延長の期間 令和２年４月２２日（水）～令和２年５月６日（水）（１５日間）

（この期間，部活動中止 大会・練習試合自粛）

２ 登校日 ○令和２年４月２７日（月）

「３密（密閉，密集，密接）を避ける，咳エチケットの徹底，登校前の体

温測定，可能な限りマスクの着用」等の予防策をおこなった上で，学年ご

とに登校時間をずらします。

◎持参物 ・ワークブック等の代金

・家庭環境調査票，保健関係書類等，年度当初提出のもの

（まだ提出していないものがあれば，忘れずに提出願います。）

・１年登校時間 ７：４５～ ８：０５までに登校

・２年登校時間 ８：４５～ ９：０５までに登校

・３年登校時間 ９：４５～１０：０５までに登校

（登校したらすぐ自分の教室に入り，指示に従って学級単位でワークブッ

ク類を購入する。）

○ 学級活動 ５０分程度

（生徒の健康確認，休み中の指示，配付物の配付等）

○ 給食，部活動なしで下校

３ 学習，生活について （別紙参照）

今回の臨時休業の延長は，緊急事態宣言を受けたもので，より感染防止に努め

るという趣旨から，引き続き不要不急の外出を避け，生徒自身が，自分の計画に

したがって自宅でできることを自主的に行うようよろしくお願いいたします。

発熱等の症状が続く場合は、福島市の「感染症に関する相談専門電話 (024-535

-8661)」または「帰国者・接触者相談センター(024-535-8662)」へ連絡するとと

もに、学校（024-557-1512･6018）への連絡もお願いいたします。

今後も、状況の変化により、急な日程変更等もあり得ます。その際は一斉メー

ル、ホームページ等でお知らせしますので、ご確認をよろしくお願いいたします。



（別紙）

新型コロナウイルス感染症防止に伴う学習・生活について

１ 学習指導について

○ 休業期間中の家庭学習については，教科書を使って自学自習することもできるような学習課題

（ワークシートや学習プリント）も取り入れるようにしましょう。

・ 「家庭学習のスタンダード（福島市版）」を活用し，自分で学習する習慣が持てるようご家庭

でもご協力をお願いいたします。

○ 学校教育課ホームページ（ポータルサイト）の活用

・ 「元気あふれるふくしまの子ども学びの広場」を開設し，教科書発行者や民間事業者等が提

供するワークシート，ＩＣＴ教材，動画などを家庭でもダウンロードできるようにしたので，

活用してください。（今後も更新予定）

○ 読書の充実を図るために，登校日に学校図書館の図書を貸し出し可能とします。あまり長い時

間を設定することはできませんが，お声がけください。

○ 感染防止の徹底の観点から，外出は控えるようお願いしますが，生徒の心身の健康の維持，体

力づくりのために，例えば，なわ跳びや体操，ストレッチを奨励するなど，家庭でも安全にでき

る運動について指導する。

※ 学校教育課ホームページ（ポータルサイト）学びの広場「その場でできるサーキットトレー

ニング」動画の活用

２ 生活について

○ 「早寝，早起き，朝ごはん」の習慣等，規則正しい生活のリズムを維持できるようするととも

に，ＳＮＳやオンラインゲーム等にのめり込んだり，依存したりしないようにしましょう。

○ 長期の休業や急な臨時休業，自分や家族も感染するのではないかという不安など，少なからず

ストレスを抱えている状況も予想されます。その場合は，学級担任を通じて，スクールカウンセ

ラー等との相談につなげることも可能ですので，ご相談ください。

○ 保護者が不在時の生活や来客への対応について，次のことに留意するようお願いします。

・ 玄関や外から人が入ることができる窓の施錠をする。

・ 知らない人が訪ねて来ても，玄関の鍵を開けない。

・ 保護者との連絡を取れる手段を確認しておく。

○ 感染者や濃厚接触者に対するうわさやＳＮＳ等を用いた誹謗中傷やプライバシーの侵害など，

差別や偏見は決して許されません。ご家庭でもよくお話しください。


